
条
例
の
制
定
を
試
み
た
こ
と
は
、

市
の
基
本
的
姿
勢
と
し
て
適
正
で

あ
る
。

し
か
し
、
問
題
点
も
多
い
た
め
、

①
条
例
中
の
「
公
民
連
携
事
業
」
の

定
義
の
具
体
化
、
②
議
会
へ
の
説
明

等
、
議
会
に
対
す
る
手
続
の
規
定
を

盛
り
込
む
こ
と
、
③
公
平
性
を
高
め

る
た
め
、
審
査
委
員
会
の
委
員
に
有

識
者
を
常
時
加
え
る
こ
と
、
以
上
３

点
を
将
来
的
に
見
直
す
こ
と
を
求
め

て
、
修
正
案
に
賛
成
。

（
徳
峰
議
員
）
一
般
的
・
抽
象

的
な
文
言
で
あ
る
が
問
題
な
い
。

客
観
的
に
見
て
、
条
例
や
要
綱
等

に
具
備
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
か
と

考
え
る
が
、
大
局
の
立
場
か
ら
、

修
正
案
に
賛
成
。

採
決
の
結
果

修
正
部
分

↓

賛
成
多
数
で
可
決

修
正
部
分
を
除
く
原
案

↓

全
会
一
致
で
可
決

※
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
と
は
・
・
・
公
共
施
設
等
の
建

設
、
維
持
管
理
、
運
営
等
を
民
間
の
資
金
、
経

営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
て
行
う
手

法
の
こ
と
。

条
例
の
改
正
や
補
正
予
算
な
ど

の
議
案
、
陳
情
等
に
つ
い
て
、
審

査
・
審
議
し
ま
し
た
。

Topic1

曽
於
市
公
民
連
携
事
業

推
進
条
例
の
修
正
可
決

【
議
案
第
12
号
】
賛
成
多
数
修
正
可
決

公
民
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
こ
と
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会
で
の
審
査

問

公
民
連
携
に
よ
る
行
政
へ
の

メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

答

一
番
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
民
間

事
業
者
の
資
金
が
公
的
事
業
に
投

入
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
財
政
的
な

負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

問

具
体
的
に
民
間
事
業
者
か
ら

提
案
が
あ
り
そ
う
か
。

答

提
案
が
出
さ
れ
る
よ
う
努
力

す
る
が
、
提
案
が
な
い
場
合
は
、

直
接
建
設
方
式
や
※
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式

で
の
建
設
に
な
る
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方

式
で
は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

委
員
か
ら
、
第
１
条
に
規
定

す
る
本
市
が
目
指
す
将
来
像
に

つ
い
て
、「
豊
か
な
自
然
の
中
で

み
ん
な
が
創
る
笑
顔
輝
く
元
気

な
ま
ち
」
と
明
記
す
る
修
正
案

が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
で
可

決
し
ま
し
た
。

本
会
議
で
の
審
査

修
正
案
に
対
す
る
賛
成
討
論

（
山
中
議
員
）
公
民
連
携
を
推

進
す
る
目
的
が
不
明
瞭
で
、
議
会

側
が
修
正
案
を
提
案
す
る
十
分
な

合
理
性
が
あ
る
。
一
方
、
事
業
を

行
う
上
で
の
実
務
上
の
手
続
に

関
し
て
は
「
市
長
が
別
に
定
め

る
」
と
あ
る
の
み
で
あ
り
、
執
行

部
へ
の
委
任
範
囲
や
裁
量
が
大
き

く
、
議
会
側
と
し
て
は
十
分
な
理

解
、
合
意
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

具
体
的
に
事
業
を
始
め
る
前
に

Topics

第 1 回定例会

令和 7 年
2月21日から

3月26日まで

（34日間）

行政サービスの品質向上

公 民公共機関としての信用

公共インフラやデータ

地域ネットワーク・情報発信

地域の活性化
・課題解決

新たな事業・
雇用の創出

みんなが創る
笑顔輝く元気なまち

積み重ねてきたノウハウ

多様性に富んだアイデア

企業のブランド力

公民連携のイメージ

33 ☆本紙では、主な事柄を抜粋して掲載しております。



Topic2

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
議
案
第
14
号
】
賛
成
多
数
可
決

五
位
塚
市
長
の
任
期
が
満
了
と

な
る
本
年
７
月
の
給
与
月
額
を
０

円
と
し
、
退
職
手
当
を
不
支
給
に

す
る
た
め
、
附
則
第
３
項
の
令
和

３
年
２
月
22
日
を
令
和
７
年
２
月

21
日
に
改
め
る
も
の
で
す
。

総
務
常
任
委
員
会
で
の
審
査

市
長
の
退
職
金
は
、
本
来
、
職

種
に
見
合
っ
た
退
職
金
額
を
受
給

す
べ
き
と
の
意
見
が
あ
り
、
賛
成

少
数
に
よ
り
否
決
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
も
し
否
決
に
な
っ
た
場
合

の
条
例
の
効
力
に
つ
い
て
、
再
度

説
明
を
求
め
、
今
回
の
条
例
の
一

部
改
正
で
は
、
議
決
の
可
否
に
関

わ
ら
ず
、
市
長
の
退
職
金
の
不
支

給
に
変
わ
り
は
な
い
と
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

問

議
決
結
果
に
関
わ
ら
ず
、
退

職
金
の
不
支
給
は
変
わ
ら
な
い
条

例
改
正
案
を
提
案
す
る
必
要
が

あ
っ
た
か
。

答

市
長
の
退
職
金
の
不
支
給
を

明
確
に
す
る
た
め
の
提
案
だ
っ
た
。

問

本
案
の
提
案
理
由
で
あ
る
｢退

職
金
の
不
支
給
の
た
め
｣
と
い
う
部

分
と
実
際
の
条
例
の
一
部
改
正
の
効

力
は
関
係
が
な
い
の
で
は
。

答

４
年
前
も
同
様
の
提
案
で

あ
っ
た
が
、
今
回
の
審
査
で
の
説
明

が
十
分
で
は
な
く
反
省
し
て
い
る
。

問

今
回
の
附
則
の
改
正
に
お
い

て
、
退
職
金
の
不
支
給
は
変
わ
ら

な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
費
用
弁
償

を
支
給
し
て
ま
で
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
を
開
催
し
た
意
義
は
何
か
。

答

外
部
の
方
の
意
見
を
聞
く
た

め
に
開
催
し
た
。

Topic3

令
和
６
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
９
号)

を
可
決

【
議
案
第
26
号
】
全
会
一
致
可
決

３
億
６
７
６
０
万
円
減
額

予
算
総
額

２
９
４
億
８
２
６
５
万
円

歳
入
は
、
交
付
額
の
確
定
に
よ

る
地
方
交
付
税
・
市
債
の
追
加
や

実
績
見
込
み
に
よ
る
寄
附
金
の
減

額
及
び
歳
出
の
減
額
や
財
源
調
整

に
よ
る
各
基
金
繰
入
金
の
減
額
が

主
な
も
の
で
す
。

歳
出
は
、
事
業
費
の
確
定
及
び
執

行
見
込
み
に
よ
る
減
額
、
実
績
見
込

み
に
よ
る
施
設
型
給
付
費
や
過
疎
対

策
事
業
債
の
追
加
協
議
に
よ
る
市
道

整
備
事
業
及
び
有
機
セ
ン
タ
ー
施
設

修
繕
費
、
繰
上
償
還
に
伴
う
公
債

費
の
追
加
が
主
な
も
の
で
す
。

総
務
常
任
委
員
会

（
山
中
雅
人
委
員
長
）

【
本
庁
舎
大
規
模
改
修
事
業
】

問

臨
時
駐
車
場
用
土
地
借
上
料

１
４
４
万
円
の
減
額
理
由
は
。

答

当
初
計
画
の
用
地
の
借
上
交

渉
が
不
成
立
と
な
り
、
土
地
開
発

公
社
所
有
の
昭
栄
堂
横
の
土
地
を

職
員
駐
車
場
と
し
て
使
用
し
て
い

る
。

【
新
婚
・
子
育
て
転
入
世
帯
向
け

食
の
支
援
事
業
委
託
料
】

問

減
額
の
理
由
は
。

答

当
初
１
２
０
世
帯
と
想
定
し

て
い
た
が
87
世
帯
ほ
ど
と
な
り
、

現
時
点
で
、
う
ち
37
世
帯
が
申
請

し
て
い
る
。
申
請
時
の
添
付
書
類

等
の
手
続
が
煩
雑
と
思
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
今
後
、
簡
略
化
し
た
い
。

原
田

・４年前にも同じ内容で可決された条例。当時の政権を司って
いる為政者独自のもので、他の為政者に押し付けるものではない。

徳
峰

・市民の立場から見た場合、退職金を受給しないことは多くの
方々が高く評価している。
・議会人、また、市民の代表として、退職金の受給について過
去に何度も一般質問しているが、この点は率直に評価している。

今
鶴

・附則の令和3年2月22日の効力が生きており、議決の可否に関
わらず退職金を受給しないことは決定している。結果の変わら
ない議案が上程され、わざわざ時間を使わせられている。
・効力が生きている条例をあえて出すのは議会軽視ではないか。

渡
辺

・議決の可否に関わらず支給されない、無意味な条例の提案は、
前代未聞である。
・有効期限の最終日を規定していないため、条例の廃止・改正
がない限り効力を発し、平成29年の条例が今でも生きている。
今回条例の提案をするならば、市長は令和3年度のときに期限を
指定すべきであった。

岩
水

・現在の規定のままでも、今回の退職金不支給はできることに
なる。今回の条例改正は必要なかったのではないか。
・市議会が不必要な議案の審査に時間を費やされたことは議会
軽視とも捉えかねなく、ましてや、市長として担当課の正当な
意見・判断を無視し、裁量権の範囲を逸脱・乱用するものであ
る。また、両副市長がいながら不必要な提案を止められなかった
ことは非常に残念。このようなやり方はもはや独裁的な市政運
営と取れる。よって、意味のない改正案であるので、無効の意
味を含めて反対する。

賛
成
討
論

反
対
討
論

本会議における討論の内容

44☆議会クイズ☆次のページからクイズを出します。ページをめくると答えがあります。



【
広
報
Ｃ
Ｍ
等
制
作
業
務
委
託
料
】

問

減
額
の
理
由
は
。

答

当
初
、
Ｐ
Ｒ
大
使
に
関
す
る

広
報
Ｃ
Ｍ
を
計
画
し
て
い
た
が
、

出
演
の
折
り
合
い
が
付
か
な
か
っ

た
た
め
減
額
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
災
害
対
策
費
】

問

危
機
管
理
監
の
活
動
実
績
見

込
み
は
。

答

本
年
度
は
15
団
体
に
対
し
て

防
災
講
話
を
行
い
、
延
べ
３
０
０

人
程
度
が
参
加
し
た
。
ま
た
、
市

の
防
災
訓
練
に
つ
い
て
も
主
導
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
利
用
状
況
】

問

コ
ン
ビ
ニ
で
の
交
付
状
況
は
。

答

住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書

に
つ
い
て
は
、
発
行
件
数
の
う
ち

約
12
％
が
コ
ン
ビ
ニ
で
の
交
付
で

あ
る
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

（
岩
水
豊
委
員
長
）

【
メ
セ
ナ
住
吉
交
流
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
料
】

問

今
回
増
額
の
理
由
と
、
過
去

の
状
況
は
。

答

減
収
と
燃
料
費
の
高
騰
等

に
よ
る
大
幅
な
赤
字
が
見
込
ま

れ
、
１
３
０
０
万
円
の
増
額
と

な
っ
た
。
ま
た
、
令
和
２
年
度
か

ら
赤
字
で
あ
り
、
令
和
２
年
度
に

１
１
０
０
万
円
、
令
和
３
年
度
に

９
０
０
万
円
、
令
和
４
年
度
に

１
０
０
０
万
円
、
令
和
５
年
度
に

７
５
０
万
円
を
支
払
っ
て
い
る
。

【
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
費

（
施
設
型
給
付
費
）】

問

増
額
の
理
由
は
。

答

人
事
院
勧
告
に
準
じ
て
人
件

費
相
当
分
10
・
７
％
の
増
額
改
定

が
あ
り
、
給
付
費
の
算
出
方
法
に

基
づ
い
て
、
各
保
育
所
・
こ
ど
も

園
等
に
支
給
す
る
。

【
学
校
給
食
助
成
事
業
】

問

増
額
の
内
容
は
。

答

米
や
野
菜
類
の
価
格
高
騰
に

対
応
す
る
た
め
、
食
材
購
入
補
助

金
を
増
額
し
た
い
。

【
大
隅
文
化
会
館
管
理
費
】

問

非
常
用
電
源
設
備
改
修
工
事

の
大
幅
な
増
額
理
由
は
。

答

入
札
の
公
告
後
に
発
電
機
の

積
算
容
量
の
誤
り
に
気
付
い
た
た

め
、
一
旦
入
札
を
中
止
し
、
不
足

し
た
金
額
の
補
正
を
お
願
い
し
た
。

意
見

今
後
こ
の
よ
う
な
ミ
ス
を

起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
課
内
の
管

理
・
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
見
直
す
よ

う
に
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

（
渕
合
昌
昭
委
員
長
）

【
農
業
後
継
者
等
育
成
対
策
事
業
】

問

補
助
金
の
交
付
実
績
は
。

答

今
年
度
、
新
規
の
対
象
者
は

４
人
で
、
畜
産
３
人
、
露
地
野
菜

１
人
に
交
付
し
た
。

【
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
関
連
費
用
】

問

予
算
が
減
額
さ
れ
て
い
る
が

採
用
は
し
な
い
の
か
。

答

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
を
任

命
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
清
流

の
森
大
川
原
峡
の
指
定
管
理
者
が

決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
業
務
内

容
が
重
複
す
る
こ
と
か
ら
減
額
す

る
。

【
畜
産
振
興
費
】

問

各
種
補
助
事
業
に
大
き
な
執

行
残
が
あ
る
が
、
子
牛
価
格
下
落

の
影
響
や
今
後
の
見
通
し
は
。

答

子
牛
価
格
が
下
落
し
て
い
た

た
め
、
設
備
に
対
す
る
補
助
事
業

を
利
用
す
る
人
が
少
な
く
、
執
行

残
が
出
た
。
こ
れ
ま
で
全
国
的
な

繁
殖
雌
牛
の
増
頭
等
で
子
牛
が
供

給
過
多
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

２
月
か
ら
子
牛
価
格
が
全
国
的
に

上
が
っ
て
お
り
、
国
の
補
正
予
算

に
よ
る
食
肉
流
通
対
策
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
子
牛
価
格
は
上
が
る
と

予
想
し
て
い
る
。

【
サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
排
水
等

対
策
事
業
】

問

予
算
の
減
額
理
由
と
事
業
実

績
は
。

答

補
助
金
額
の
確
定
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
耕
地
林
務
課
所

管
分
で
は
、
今
年
度
の
申
請
者

が
１
５
１
人
、
実
施
面
積
は

９
８
１
・
２
７
㏊
で
あ
る
。
昨
年

度
実
績
で
は
、
圃
場
面
積
全
体
の

約
８
割
で
さ
つ
ま
い
も
基
腐
病
の

発
生
が
軽
減
さ
れ
た
と
聞
い
て
い

る
。

55 ☆問 1☆子どもを連れて投票できる？


